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＊ T O P I C S 市政トピックス

�
今
年
も
住
民
税
・
所
得
税
な
ど
の

申
告
の
時
期
と
な
り
ま
し
た
。
期
限

が
間
近
に
な
る
と
相
談
会
場
が
大
変

混
雑
し
、
長
時
間
お
待
ち
い
た
だ
く

場
合
が
あ
り
ま
す
。
で
き
る
だ
け
早

い
時
期
に
申
告
手
続
き
を
済
ま
せ
て

い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

�
な
お
、
昨
年
中
に
所
得
が
な
か
っ

た
人
も
、
国
民
健
康
保
険
税
・
介
護

保
険
料
の
算
定
を
す
る
た
め
に
申
告

が
必
要
に
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

▼
事
業
所
得
（
自
営
業
・
農
業
）
・

�
不
動
産
所
得
等
の
あ
る
人

▼
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
人
で

�
次
に
該
当
す
る
人

�・
給
与
年
収
が
２
千
万
円
を

超
え
て
い
る
。

・
給
与
を
２
カ
所
以
上
か
ら

も
ら
っ
て
い
る
。

・
給
与
所
得
や
退
職
所
得
以
外
の
所

得
金
額
が
２０
万
円
を
超
え
て
い
る

（
２０
万
円
以
下
の
場
合
は
住
民
税

の
申
告
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
還

付
申
告
の
際
に
は
合
わ
せ
て
計
算

し
ま
す
）
。

・
給
与
の
年
末
調
整
が
完
了
し
て
い

な
い
（
年
の
途
中
で
会
社
を
退
職

し
、
そ
の
後
就
職
し
て
い
な
い
な

ど
）
。

▼
平
成
１９
年
１
月
１
日
現
在

�
安
曇
野
市
に
住
所
が
あ
る
人
（
平

成
１８
年
中
に
所
得
が
な
か
っ
た
人

も
そ
の
旨
申
告
し
て
く
だ
さ
い
）
。

�
※
た
だ
し
、
次
の
場
合
は
申
告
の

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

・
年
末
調
整
済
み
の
人
で
平
成
１８
年

中
の
所
得
が
、
１
カ
所
か
ら
の
給

与
所
得
の
み
の
人

・
平
成
１８
年
分
の
確
定
申
告
書
を
税

務
署
に
提
出
さ
れ
た
人

▼
次
の
持
ち
物
は
、
申
告
を
行
う
方

全
員
が
必
要
な
持
ち
物
で
す
。
必

ず
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

①
申
告
書
事
業
（
営
業
･
農
業
）
・

不
動
産
所
得
の
あ
る
人
は
、
収
支

内
訳
書
も
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

②
印
鑑

▼
次
に
該
当
す
る
人
は
必
要
な
書
類

を
ご
用
意
く
だ
さ
い
。

・
給
与
・
年
金
所
得
者
↓
源
泉
徴
収

票
原
本
（
コ
ピ
ー
不
可
）

・
社
会
保
険
料
控
除
↓
国
民
年
金
支

払
額
の
控
除
証
明
書

・
医
療
費
控
除
↓
支
払
い
医
療
費
の

領
収
書

・
生
命
保
険
・
損
害
保
険
料
控
除
↓

支
払
保
険
料
の
証
明
書

・
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
（
平
成

１８
年
中
に
住
宅
を
購
入
し
た
人
）

↓
①
住
民
票
の
写
し
②
家
屋
の
記

載
事
項
証
明
書
（
※
注
１
）
③
請

負
契
約
書
ま
た
は
売
買
契
約
書
の

写
し
④
住
宅
取
得
資
金
に
係
る
借

入
金
の
年
末
残
高
証
明
書

（
※
注
１
）家
屋
と
と
も
に
購
入
し
た

敷
地
分
の
借
入
が
あ
る
場
合
、土

地
の
記
載
事
項
証
明
書
、土
地
の

売
買
契
約
書
ま
た
は
敷
地
の
分
譲

に
係
る
契
約
書
の
写
し
が
必
要
で
す
。

・
障
害
者
控
除
（
本
人
ま
た
は
配
偶

者
控
除
、
扶
養
控
除
対
象
者
に
障

害
者
が
い
る
場
合
）
↓
①
身
体
障

害
者
手
帳
②
精
神
障
害
者
保
健
福

祉
手
帳
な
ど

申
告
納
税
の
主
旨
か
ら
確
定
申
告

書
・
収
支
内
訳
書
な
ど
の
提
出
書
類

に
つ
い
て
は
、
ご
自
分
で
正
し
く
作

成
し
郵
送
な
ど
で
提
出
さ
れ
ま
す
よ

う
お
願
い
し
ま
す
。

な
お
、
税
務
署
に
お
け
る
所
得
税

の
申
告
相
談
（
自
力
記
載
指
導
方
式
）

は
次
の
日
程
で
す
。
（
土
・
日
を
除

く
）
（
資
産
課
税
部
門
に
お
け
る
相

談
は
除
く
）
。

・
還
付
申
告
の
相
談
受
付

３
月
１５
日
（
木
）
ま
で

・
一
般
申
告
の
相
談
受
付

２
月
１６
日
（
金
）〜
３
月
１５
日
（
木
）

確
定
申
告
が
必
要
な
人

住
民
税
申
告
が
必
要
な
人

確
定
申
告
に
つ
い
て
の
お
願
い

申
告
時
の
持
ち
物

会　場

２月１６日（金）
１９日（月）
２０日（火）
２１日（水）
２２日（木）
２３日（金）
２６日（月）
２７日（火）
２８日（水）

３月　１日（木）
２日（金）
５日（月）
６日（火）
７日（水）
８日（木）
９日（金）
１２日（月）
１３日（火）
１４日（水）
１５日（木）

豊科地域
サントピア豊科
（豊科保健センター隣）

上鳥羽・下鳥羽地区�

本村・吉野地区�

成相地区�

新田地区�

寺所・踏入・重柳地区�

細萱・たつみ原地区�

真々部・飯田地区�
下飯田・中曽根
・熊倉地区
アルプス・徳治郎
・田沢地区
小瀬幅・大口沢
・光・桜坂地区

穂高地域
穂高総合支所
大会議室

全地区

穂高地区�
�

有明地区
�

北穂高地区･西穂高地区
�
�
穂高地区
�
�
有明地区
�
�
北穂高地区･西穂高地区
�
全地区

三郷地域
三郷総合支所
３階講堂

全地区
上長尾・住吉地区
七日市場地区
一日市場地区
中萱地区
北・南小倉地区
東小倉・室町地区
下長尾地区
野沢地区
楡地区
二木・及木地区
一日市場地区
中萱地区
上長尾・住吉地区
七日市場地区
野沢地区
下長尾地区
一日市場地区
中萱地区
全地区

堀金地域
堀金総合支所
別館大会議室

�
全地区

上堀･下堀･田尻地区�
岩原･中堀･小田多井地区
倉田･扇町･田多井地区
�
�
�
�
�
倉田･扇町･田多井地区
岩原･中堀･小田多井地区

上堀･下堀･田尻地区�
全地区

明科地域
明科総合支所
２階大会議室

�
�
�
�
�
�

光・中川手地区�
�

七貴地区�
�
�
�
�
�
七貴地区

東川手・南陸郷地区

地　域
期　日

税
の
申
告
は
お
早
め
に

税
申
告

今
年
も
住
民
税
・
所
得
税
な
ど
の
申
告
時
期
と
な
り
ま
し
た
。

期
限
間
近
は
大
変
混
み
合
い
ま
す
の
で
早
め
に
済
ま
せ
ま
し
ょ
う
。

◆豊科総合支所内税務課
市民税担当

℡７２－３１１１

◆穂高総合支所税務係
℡８２－３１３１

◆三郷総合支所税務係
℡７７－３１１１

◆堀金総合支所税務係
℡７２－３１０６

◆明科総合支所税務係
℡６２－３００１

確定申告の日程と会場
市税務課では確定申告期間中の申告相談受付を行います。また、申告事前相談として２月５
日（月）～２月15日（木）の期間で申告受付を行いますので、お越しください。なお、日程の
地区割りは目安ですので、都合のつかない場合は別の日でも構いません。また、市内どこの
会場でも申告相談することができます。農業所得申告についても同様の日程となります。

インターネットでの申告書作成

ご自宅のパソコンのインターネットで簡単
に所得税の確定申告書が作成・提出できま
す。下記のアドレスで直接入力していただ
くか、市ホームページ内からでもアクセス
できますのでご利用ください。

◆ホームページアドレス
http://www.nta.go.jp/

◆お問い合わせ
松本税務署　℡ ３２・２７９０（代）

☆本年から、堀金・明科総合支所での
申告相談期間が少なくなります。地
区割はしましたが、豊科･穂高･三郷
の会場でも申告相談はできますので、
ご利用ください。

☆また、豊科での相談会場は、「サン
トピア豊科（豊科保健センター隣）」
になります。昨年と場所が変更とな
っていますのでお間違えのないよう
お気を付けください。

《受付時間》午前の部　午前９時～11時 , 午後の部　午後１時～４時日 程・会 場

申　告　期　間

　２/16（金）
　～３/15（木）

まで
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　申告会場
「サントピア豊科」
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ワ
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